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䥹 労 働 者 死 傷 病 報 告 䥺 

第 九 十 七 条 事 業 者 は 䣍 労 働 者 が 労 働 災 害 そ の 他 就 業 中 又 は 事 業 場

内 若 し く は そ の 附 属 建 設 物 内 に お け る 負 傷 䣍 窒 息 又 は 急 性 中 毒 䥹

以 下 䣓 労 働 災 害 等 䣔 と い う 䣎 䥺 に よ り 死 亡 し 䣍 又 は 休 業 し た と き

は 䣍 遅 滞 な く 䣍 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て 䣍 次 に 掲 げ る 事 項 を

所 轄 労 働 基 準 監 督 署 長 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 䣎 

一 䦅 九 䥹 略 䥺 

十 労 働 災 害 等 に よ り 死 亡 し 䣍 又 は 休 業 し た 労 働 者 が 外 国 人 䥹 出

入 国 管 理 及 び 難 民 認 定 法 䥹 昭 和 二 十 六 年 政 令 第 三 百 十 九 号 䥺 別

表 第 一 の 一 の 表 の 外 交 又 は 公 用 の 在 留 資 格 を も つ て 在 留 す る 者

及 び 日 本 国 と の 平 和 条 約 に 基 づ き 日 本 の 国 籍 を 離 脱 し た 者 等 の

出 入 国 管 理 に 関 す る 特 例 法 䥹 平 成 三 年 法 律 第 七 十 一 号 䥺 に 定 め

る 特 別 永 住 者 を 除 く 䣎 以 下 同 じ 䣎 䥺 で あ る 場 合 は そ の 国 籍 又 は

地 域 の 名 称 及 び 在 留 資 格 の 区 分 

十 一 ・ 十 二 䥹 略 䥺 

２ 䥹 略 䥺 

 

䥹 労 働 者 死 傷 病 報 告 䥺 

第 九 十 七 条 事 業 者 は 䣍 労 働 者 が 労 働 災 害 そ の 他 就 業 中 又 は 事 業 場

内 若 し く は そ の 附 属 建 設 物 内 に お け る 負 傷 䣍 窒 息 又 は 急 性 中 毒 䥹

以 下 䣓 労 働 災 害 等 䣔 と い う 䣎 䥺 に よ り 死 亡 し 䣍 又 は 休 業 し た と き

は 䣍 遅 滞 な く 䣍 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て 䣍 次 に 掲 げ る 事 項 を

所 轄 労 働 基 準 監 督 署 長 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 䣎 

一 䦅 九 䥹 略 䥺 

十 労 働 災 害 等 に よ り 死 亡 し 䣍 又 は 休 業 し た 労 働 者 が 外 国 人 䥹 出

入 国 管 理 及 び 難 民 認 定 法 䥹 昭 和 二 十 六 年 政 令 第 三 百 十 九 号 䥺 別

表 第 一 の 一 の 表 の 外 交 又 は 公 用 の 在 留 資 格 を も つ て 在 留 す る 者

及 び 日 本 国 と の 平 和 条 約 に 基 づ き 日 本 の 国 籍 を 離 脱 し た 者 等 の

出 入 国 管 理 に 関 す る 特 例 法 䥹 平 成 三 年 法 律 第 七 十 一 号 䥺 に 定 め

る 特 別 永 住 者 を 除 く 䣎 䥺 で あ る 場 合 は そ の 国 籍 又 は 地 域 の 名 称

及 び 在 留 資 格 の 区 分 
十 一 ・ 十 二 䥹 略 䥺 

２ 䥹 略 䥺 

 



 䥹 個 人 事 業 者 等 死 傷 病 報 告 䥺 

第 九 十 八 条 の 二 個 人 事 業 者 䥹 事 業 を 行 う 者 で 䣍 労 働 者 を 使 用 し な

い も の を い う 䣎 以 下 同 じ 䣎 䥺 に 仕 事 を 請 け 負 わ せ た 注 文 者 䥹 当 該

個 人 事 業 者 と 同 一 の 場 所 で 仕 事 を 自 ら 行 う 場 合 に 限 り 䣍 か つ 䣍 当

該 仕 事 が 数 次 の 請 負 契 約 に よ つ て 行 わ れ る こ と に よ り 当 該 場 所 に

そ の 者 が 二 以 上 あ る こ と と な る と き は 䣍 当 該 請 負 契 約 の う ち 最 も

後 次 の 請 負 契 約 に お け る 注 文 者 と す る 䣎 以 下 こ の 条 か ら 第 九 十 八

条 の 四 ま で に お い て 䣓 特 定 注 文 者 䣔 と い う 䣎 䥺 は 䣍 当 該 個 人 事 業

者 䥹 法 人 で あ る 場 合 に は 䣍 そ の 代 表 者 又 は 役 員 䥺 で あ る 作 業 従 事

者 䥹 事 業 を 行 う 者 が 行 う 仕 事 の 作 業 に 従 事 す る 者 を い う 䣎 以 下 同

じ 䣎 䥺 が 䣍 労 働 者 䥹 特 定 注 文 者 が 事 業 者 で あ る 場 合 に お け る 当 該

事 業 者 の 労 働 者 の ほ か 䣍 他 の 事 業 者 の 労 働 者 が あ る 場 合 は 当 該 他

の 事 業 者 の 労 働 者 を 含 む 䣎 次 条 第 一 項 に お い て 同 じ 䣎 䥺 と 同 一 の

場 所 に お い て 䣍 特 定 注 文 者 か ら 請 け 負 つ た 仕 事 の 作 業 を 行 う 場 合

に お い て 䣍 業 務 に 起 因 す る 負 傷 又 は 疾 病 に よ り 死 亡 し 䣍 又 は 休 業

䥹 四 日 以 上 の も の に 限 る 䣎 以 下 こ の 項 か ら 第 九 十 八 条 の 六 ま で に

お い て 同 じ 䣎 䥺 し た こ と を 把 握 し た と き 䥹 当 該 業 務 に お け る 過 重

な 負 荷 に よ る 脳 血 管 疾 患 若 し く は 心 臓 疾 患 若 し く は 当 該 業 務 に お

け る 強 い 心 理 的 負 荷 に よ る 精 神 障 害 を 原 因 と す る 自 殺 に よ る 死 亡

又 は こ れ ら の 脳 血 管 疾 患 䣍 心 臓 疾 患 若 し く は 精 神 障 害 に よ る 休 業

で あ る 場 合 を 除 く 䣎 次 項 に お い て 同 じ 䣎 䥺 は 䣍 遅 滞 な く 䣍 電 子 情

報 処 理 組 織 を 使 用 し て 䣍 次 に 掲 げ る 事 項 を 䣍 当 該 場 所 を 所 轄 す る

労 働 基 準 監 督 署 長 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 䣎 

一 報 告 者 の 労 働 保 険 番 号 䥹 報 告 者 で あ る 特 定 注 文 者 が 個 人 事 業

者 で あ る 場 合 に お い て 䣍 労 働 者 災 害 補 償 保 険 法 䥹 昭 和 二 十 二 年

法 律 第 五 十 号 䥺 第 三 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 政 府 の 承 認 が

あ る と き は 䣍 そ の 労 働 保 険 番 号 䥺 

二 報 告 者 の 事 業 の 種 類 並 び に 事 業 場 䥹 報 告 者 で あ る 特 定 注 文 者

が 個 人 事 業 者 で あ る 場 合 は 当 該 特 定 注 文 者 が 主 と し て 事 業 を 行

う 場 所 䥺 の 名 称 䣍 所 在 地 及 び 電 話 番 号 

三 建 設 工 事 の 作 業 に 従 事 す る 作 業 従 事 者 が 死 亡 し 䣍 又 は 休 業 し

 

䥹 新 設 䥺 



た 場 合 は 当 該 工 事 の 名 称 

四 個 人 事 業 者 が 䣍 事 業 場 の 構 内 に お け る 作 業 の 請 負 人 で あ る 場

合 に お い て 䣍 当 該 個 人 事 業 者 䥹 法 人 で あ る 場 合 に は 䣍 そ の 代 表

者 又 は 役 員 䥺 で あ る 作 業 従 事 者 が 死 亡 し 䣍 又 は 休 業 し た と き は

䣍 当 該 事 業 場 の 名 称 
五 個 人 事 業 者 が 䣍 建 設 工 事 の 作 業 の 請 負 人 で あ る 場 合 に お い て

䣍 当 該 個 人 事 業 者 䥹 法 人 で あ る 場 合 に は 䣍 そ の 代 表 者 又 は 役 員

䥺 で あ る 作 業 従 事 者 が 死 亡 し 䣍 又 は 休 業 し た と き は 䣍 元 方 事 業

者 の 事 業 場 の 名 称 及 び 労 働 保 険 番 号 

六 死 亡 し 䣍 又 は 休 業 し た 作 業 従 事 者 の 氏 名 䣍 生 年 月 日 及 び 年 齢

䣍 性 別 䣍 職 種 䣍 当 該 職 種 に お け る 経 験 期 間 䣍 傷 病 の 名 称 及 び 部

位 並 び に 労 働 者 災 害 補 償 保 険 法 第 三 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ

く 政 府 の 承 認 の 有 無 

七 休 業 見 込 期 間 又 は 死 亡 日 時 

八 死 亡 し 䣍 又 は 休 業 し た 作 業 従 事 者 が 外 国 人 で あ る 場 合 は そ の

国 籍 又 は 地 域 の 名 称 及 び 在 留 資 格 の 区 分 

九 負 傷 又 は 疾 病 の 発 生 日 時 䣍 発 生 場 所 の 所 在 地 䣍 発 生 状 況 及 び

そ の 略 図 並 び に 原 因 

十 報 告 年 月 日 及 び 報 告 者 の 職 氏 名 

２ 事 業 を 行 う 者 で あ つ て 䣍 仕 事 の 作 業 を 行 う 場 所 を 管 理 す る も の

䥹 そ の 労 働 者 又 は 当 該 場 所 を 管 理 す る も の が 行 う 事 業 に お け る 派

遣 就 業 に 従 事 す る 派 遣 中 の 労 働 者 䥹 労 働 者 派 遣 事 業 の 適 正 な 運 営

の 確 保 及 び 派 遣 労 働 者 の 保 護 等 に 関 す る 法 律 第 四 十 四 条 第 一 項 に

規 定 す る 派 遣 中 の 労 働 者 を い う 䣎 䥺 が 䣍 当 該 場 所 に お い て 仕 事 の

作 業 を 行 う 場 合 に 限 る 䣎 䥺 䥹 以 下 こ の 項 及 び 第 九 十 八 条 の 四 に お

い て 䣓 災 害 発 生 場 所 管 理 事 業 者 等 䣔 と い う 䣎 䥺 は 䣍 個 人 事 業 者 䥹

法 人 で あ る 場 合 に は 䣍 そ の 代 表 者 又 は 役 員 䥺 で あ る 作 業 従 事 者 䥹

次 条 か ら 第 九 十 八 条 の 五 ま で に お い て 䣓 作 業 従 事 個 人 事 業 者 䣔 と

い う 䣎 䥺 が 䣍 災 害 発 生 場 所 管 理 事 業 者 等 が 管 理 す る 場 所 に お い て

䣍 業 務 に 起 因 す る 負 傷 又 は 疾 病 に よ り 死 亡 し 䣍 又 は 休 業 し た こ と

を 把 握 し た と き は 䣍 遅 滞 な く 䣍 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て 䣍 前

 

 



項 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 䣍 災 害 発 生 場 所 管 理 事 業 者 等 が 管 理 す る 場

所 を 所 轄 す る 労 働 基 準 監 督 署 長 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 䣎 た だ

し 䣍 当 該 場 所 に 特 定 注 文 者 が あ る 場 合 は 䣍 こ の 限 り で な い 䣎 

 
第 九 十 八 条 の 三 個 人 事 業 者 は 䣍 当 該 個 人 事 業 者 䥹 法 人 で あ る 場 合

に は 䣍 そ の 代 表 者 又 は 役 員 䥺 で あ る 作 業 従 事 個 人 事 業 者 が 䣍 仕 事

の 作 業 を 行 う 特 定 注 文 者 及 び 労 働 者 と 同 一 の 場 所 に お い て 特 定 注

文 者 か ら 請 け 負 つ た 仕 事 の 作 業 を 行 う 場 合 に お い て 䣍 業 務 に 起 因

す る 負 傷 又 は 疾 病 に よ り 死 亡 し 䣍 又 は 休 業 し た と き 䥹 当 該 業 務 に

お け る 過 重 な 負 荷 に よ る 脳 血 管 疾 患 若 し く は 心 臓 疾 患 若 し く は 当

該 業 務 に お け る 強 い 心 理 的 負 荷 に よ る 精 神 障 害 を 原 因 と す る 自 殺

に よ る 死 亡 又 は こ れ ら の 脳 血 管 疾 患 䣍 心 臓 疾 患 若 し く は 精 神 障 害

に よ る 休 業 で あ る 場 合 を 除 く 䣎 次 条 第 一 項 及 び 第 九 十 八 条 の 六 第

一 項 に お い て 同 じ 䣎 䥺 は 䣍 遅 滞 な く 䣍 次 に 掲 げ る 事 項 䥹 報 告 を し

よ う と す る 時 点 に お い て 把 握 し て い る も の に 限 る 䣎 䥺 を 䣍 特 定 注

文 者 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 䣎 た だ し 䣍 当 該 負 傷 又 は 疾 病 そ の

他 の 状 況 に よ り 報 告 を 行 う こ と が 困 難 な 場 合 は 䣍 こ の 限 り で な い

䣎 

一 建 設 工 事 の 作 業 に 従 事 す る 作 業 従 事 個 人 事 業 者 が 死 亡 し 䣍 又

は 休 業 し た 場 合 は 当 該 工 事 の 名 称 

二 個 人 事 業 者 が 䣍 事 業 場 の 構 内 に お け る 作 業 の 請 負 人 で あ る 場

合 に お い て 䣍 当 該 個 人 事 業 者 䥹 法 人 で あ る 場 合 に は 䣍 そ の 代 表

者 又 は 役 員 䥺 で あ る 作 業 従 事 個 人 事 業 者 が 死 亡 し 䣍 又 は 休 業 し

た と き は 䣍 当 該 事 業 場 の 名 称 

三 個 人 事 業 者 が 䣍 建 設 工 事 の 作 業 の 請 負 人 で あ る 場 合 に お い て

䣍 当 該 個 人 事 業 者 䥹 法 人 で あ る 場 合 に は 䣍 そ の 代 表 者 又 は 役 員

䥺 で あ る 作 業 従 事 個 人 事 業 者 が 死 亡 し 䣍 又 は 休 業 し た と き は 䣍

元 方 事 業 者 の 事 業 場 の 名 称 及 び 労 働 保 険 番 号 

四 死 亡 し 䣍 又 は 休 業 し た 作 業 従 事 個 人 事 業 者 の 氏 名 䣍 生 年 月 日

及 び 年 齢 䣍 性 別 䣍 職 種 䣍 当 該 職 種 に お け る 経 験 期 間 䣍 傷 病 の 名

称 及 び 部 位 並 び に 労 働 者 災 害 補 償 保 険 法 第 三 十 五 条 第 一 項 の 規

䥹 新 設 䥺  



定 に 基 づ く 政 府 の 承 認 の 有 無 

五 休 業 見 込 期 間 又 は 死 亡 日 時 

六 死 亡 し 䣍 又 は 休 業 し た 作 業 従 事 個 人 事 業 者 が 外 国 人 で あ る 場

合 は そ の 国 籍 又 は 地 域 の 名 称 及 び 在 留 資 格 の 区 分 
七 負 傷 又 は 疾 病 の 発 生 日 時 䣍 発 生 場 所 の 所 在 地 䣍 発 生 状 況 及 び

そ の 略 図 並 び に 原 因 

八 報 告 年 月 日 及 び 報 告 者 の 職 氏 名 

２ 特 定 注 文 者 は 䣍 個 人 事 業 者 が 前 項 の 報 告 を し た こ と を 理 由 と し

て 䣍 当 該 個 人 事 業 者 に 対 し 䣍 取 引 の 停 止 そ の 他 の 不 利 益 な 取 扱 い

を し て は な ら な い 䣎 

 

第 九 十 八 条 の 四 個 人 事 業 者 は 䣍 当 該 個 人 事 業 者 䥹 法 人 で あ る 場 合

に は 䣍 そ の 代 表 者 又 は 役 員 䥺 で あ る 作 業 従 事 個 人 事 業 者 が 䣍 災 害

発 生 場 所 管 理 事 業 者 等 が 管 理 す る 場 所 に お い て 䣍 業 務 に 起 因 す る

負 傷 又 は 疾 病 に よ り 死 亡 し 䣍 又 は 休 業 し た と き は 䣍 遅 滞 な く 䣍 前

条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 䥹 報 告 を し よ う と す る 時 点 に お い て 把

握 し て い る も の に 限 る 䣎 䥺 を 䣍 災 害 発 生 場 所 管 理 事 業 者 等 に 報 告

し な け れ ば な ら な い 䣎 た だ し 䣍 当 該 負 傷 若 し く は 疾 病 そ の 他 の 状

況 に よ り 報 告 を 行 う こ と が 困 難 な 場 合 又 は 当 該 場 所 に 特 定 注 文 者

が あ る 場 合 は 䣍 こ の 限 り で な い 䣎 

２ 災 害 発 生 場 所 管 理 事 業 者 等 は 䣍 個 人 事 業 者 が 前 項 の 報 告 を し た

こ と を 理 由 と し て 䣍 当 該 個 人 事 業 者 に 対 し 䣍 自 ら が 管 理 す る 場 所

へ の 立 入 禁 止 そ の 他 の 不 利 益 な 取 扱 い を し て は な ら な い 䣎 

 

䥹 新 設 䥺 

 

第 九 十 八 条 の 五 個 人 事 業 者 は 䣍 当 該 個 人 事 業 者 䥹 法 人 で あ る 場 合

に は 䣍 そ の 代 表 者 又 は 役 員 䥺 で あ る 作 業 従 事 個 人 事 業 者 が 䣍 そ の

従 事 す る 業 務 に お け る 過 重 な 負 荷 に よ る 脳 血 管 疾 患 若 し く は 心 臓

疾 患 に よ り 䣍 若 し く は 当 該 業 務 に お け る 強 い 心 理 的 負 荷 に よ る 精

神 障 害 を 原 因 と す る 自 殺 に よ り 死 亡 し 䣍 又 は こ れ ら の 脳 血 管 疾 患

䣍 心 臓 疾 患 若 し く は 精 神 障 害 に よ り 休 業 し た と き は 䣍 第 九 十 八 条

の 三 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 䣍 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て 䣍

䥹 新 設 䥺 

 



当 該 作 業 従 事 個 人 事 業 者 が 主 と し て 事 業 を 行 う 場 所 を 所 轄 す る 労

働 基 準 監 督 署 長 に 報 告 す る こ と が で き る 䣎 

 
第 九 十 八 条 の 六 事 業 者 䥹 労 働 者 災 害 補 償 保 険 法 施 行 規 則 第 四 十 六

条 の 十 六 に お い て 定 め る 数 以 下 の 労 働 者 を 使 用 す る も の に 限 る 䣎

次 項 に お い て 同 じ 䣎 䥺 は 䣍 当 該 事 業 者 䥹 法 人 で あ る 場 合 に は 䣍 そ

の 代 表 者 又 は 役 員 䥺 で あ る 作 業 従 事 者 䥹 以 下 こ の 項 及 び 次 項 に お

い て 䣓 作 業 従 事 事 業 者 䣔 と い う 䣎 䥺 が 䣍 労 働 者 䥹 当 該 事 業 者 の 労

働 者 の ほ か 䣍 他 の 事 業 者 の 労 働 者 が あ る 場 合 は 当 該 他 の 事 業 者 の

労 働 者 を 含 む 䣎 䥺 と 同 一 の 場 所 に お い て 仕 事 の 作 業 を 行 う 場 合 に

お い て 䣍 業 務 に 起 因 す る 負 傷 又 は 疾 病 に よ り 死 亡 し 䣍 又 は 休 業 し

た と き は 䣍 遅 滞 な く 䣍 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て 䣍 次 に 掲 げ る

事 項 を 䣍 所 轄 労 働 基 準 監 督 署 長 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 䣎 

一 労 働 保 険 番 号 

二 事 業 の 種 類 並 び に 事 業 場 の 名 称 䣍 所 在 地 及 び 電 話 番 号 

三 建 設 工 事 の 作 業 に 従 事 す る 作 業 従 事 事 業 者 が 死 亡 し 䣍 又 は 休

業 し た 場 合 は 当 該 工 事 の 名 称 

四 事 業 場 の 構 内 に お い て 作 業 に 従 事 す る 請 負 人 で あ る 作 業 従 事

事 業 者 が 死 亡 し 䣍 又 は 休 業 し た 場 合 は 当 該 事 業 場 の 名 称 

五 建 設 工 事 の 作 業 に 従 事 す る 請 負 人 で あ る 作 業 従 事 事 業 者 が 死

亡 し 䣍 又 は 休 業 し た 場 合 は 元 方 事 業 者 の 事 業 場 の 名 称 及 び 労 働

保 険 番 号 

六 死 亡 し 䣍 又 は 休 業 し た 作 業 従 事 事 業 者 の 氏 名 䣍 生 年 月 日 及 び

年 齢 䣍 性 別 䣍 職 種 䣍 当 該 職 種 に お け る 経 験 期 間 䣍 傷 病 の 名 称 及

び 部 位 並 び に 労 働 者 災 害 補 償 保 険 法 第 三 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に

基 づ く 政 府 の 承 認 の 有 無 

七 休 業 見 込 期 間 又 は 死 亡 日 時 

八 死 亡 し 䣍 又 は 休 業 し た 作 業 従 事 事 業 者 が 外 国 人 で あ る 場 合 は

そ の 国 籍 又 は 地 域 の 名 称 及 び 在 留 資 格 の 区 分 

九 負 傷 又 は 疾 病 の 発 生 日 時 䣍 発 生 場 所 の 所 在 地 䣍 発 生 状 況 及 び

そ の 略 図 並 び に 原 因 

䥹 新 設 䥺 



十 報 告 年 月 日 及 び 報 告 者 の 職 氏 名 

２ 事 業 者 は 䣍 当 該 事 業 者 䥹 法 人 で あ る 場 合 に は 䣍 そ の 代 表 者 又 は

役 員 䥺 で あ る 作 業 従 事 事 業 者 が 䣍 そ の 従 事 す る 業 務 に お け る 過 重

な 負 荷 に よ る 脳 血 管 疾 患 若 し く は 心 臓 疾 患 に よ り 䣍 若 し く は 当 該

業 務 に お け る 強 い 心 理 的 負 荷 に よ る 精 神 障 害 を 原 因 と す る 自 殺 に

よ り 死 亡 し 䣍 又 は こ れ ら の 脳 血 管 疾 患 䣍 心 臓 疾 患 若 し く は 精 神 障

害 に よ り 休 業 し た と き は 䣍 前 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 䣍 電 子 情 報 処

理 組 織 を 使 用 し て 䣍 所 轄 労 働 基 準 監 督 署 長 に 報 告 す る こ と が で き

る 䣎 

 

第 九 十 八 条 の 七 䦅 第 九 十 八 条 の 九 䥹 略 䥺 第 九 十 八 条 の 二 䦅 第 九 十 八 条 の 四 䥹 略 䥺 

 

䥹 電 子 情 報 処 理 組 織 に よ る 申 請 書 の 提 出 等 䥺 

第 百 条 の 二 法 及 び こ れ に 基 づ く 命 令 の 規 定 に よ り 䣍 厚 生 労 働 大 臣

䣍 都 道 府 県 労 働 局 長 又 は 労 働 基 準 監 督 署 長 に 対 し て 行 わ れ る 申 請

書 䣍 報 告 書 等 の 提 出 及 び 届 出 䥹 以 下 こ の 条 に お い て 䣓 申 請 書 の 提

出 等 䣔 と い う 䣎 䥺 に つ い て 䣍 社 会 保 険 労 務 士 又 は 社 会 保 険 労 務 士

法 人 䥹 以 下 こ の 条 に お い て 䣓 社 会 保 険 労 務 士 等 䣔 と い う 䣎 䥺 が 䣍

第 二 条 第 二 項 䣍 第 四 条 第 三 項 䣍 第 七 条 第 三 項 䣍 第 十 三 条 第 二 項 䣍

第 三 十 四 条 の 四 か ら 第 三 十 四 条 の 六 ま で 䣍 第 三 十 四 条 の 八 䣍 第 三

十 四 条 の 十 䣍 第 五 十 二 条 䣍 第 五 十 二 条 の 二 十 一 䣍 第 九 十 七 条 䣍 第

九 十 八 条 の 二 䣍 第 九 十 八 条 の 五 若 し く は 第 九 十 八 条 の 六 又 は 情 報

通 信 技 術 を 活 用 し た 行 政 の 推 進 等 に 関 す る 法 律 第 六 条 第 一 項 の 規

定 に よ り 同 項 に 規 定 す る 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て 社 会 保 険 労

務 士 法 䥹 昭 和 四 十 三 年 法 律 第 八 十 九 号 䥺 第 二 条 第 一 項 第 一 号 の 二

の 規 定 に 基 づ き 当 該 申 請 書 の 提 出 等 を 当 該 申 請 書 の 提 出 等 を 行 お

う と す る 者 に 代 わ つ て 行 う 場 合 に は 䣍 当 該 社 会 保 険 労 務 士 等 が 当

該 申 請 書 の 提 出 等 を 代 行 す る 契 約 を 締 結 し て い る こ と に つ き 証 明

す る こ と が で き る 電 磁 的 記 録 を 当 該 申 請 書 の 提 出 等 と 併 せ て 送 信

し な け れ ば な ら な い 䣎 

䥹 電 子 情 報 処 理 組 織 に よ る 申 請 書 の 提 出 等 䥺 

第 百 条 の 二 法 及 び こ れ に 基 づ く 命 令 の 規 定 に よ り 䣍 厚 生 労 働 大 臣

䣍 都 道 府 県 労 働 局 長 又 は 労 働 基 準 監 督 署 長 に 対 し て 行 わ れ る 申 請

書 䣍 報 告 書 等 の 提 出 及 び 届 出 䥹 以 下 こ の 条 に お い て 䣓 申 請 書 の 提

出 等 䣔 と い う 䣎 䥺 に つ い て 䣍 社 会 保 険 労 務 士 又 は 社 会 保 険 労 務 士

法 人 䥹 以 下 こ の 条 に お い て 䣓 社 会 保 険 労 務 士 等 䣔 と い う 䣎 䥺 が 䣍

第 二 条 第 二 項 䣍 第 四 条 第 三 項 䣍 第 七 条 第 三 項 䣍 第 十 三 条 第 二 項 䣍

第 三 十 四 条 の 四 か ら 第 三 十 四 条 の 六 ま で 䣍 第 三 十 四 条 の 八 䣍 第 三

十 四 条 の 十 䣍 第 五 十 二 条 䣍 第 五 十 二 条 の 二 十 一 若 し く は 第 九 十 七

条 又 は 情 報 通 信 技 術 を 活 用 し た 行 政 の 推 進 等 に 関 す る 法 律 第 六 条

第 一 項 の 規 定 に よ り 同 項 に 規 定 す る 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て

社 会 保 険 労 務 士 法 䥹 昭 和 四 十 三 年 法 律 第 八 十 九 号 䥺 第 二 条 第 一 項

第 一 号 の 二 の 規 定 に 基 づ き 当 該 申 請 書 の 提 出 等 を 当 該 申 請 書 の 提

出 等 を 行 お う と す る 者 に 代 わ つ て 行 う 場 合 に は 䣍 当 該 社 会 保 険 労

務 士 等 が 当 該 申 請 書 の 提 出 等 を 代 行 す る 契 約 を 締 結 し て い る こ と

に つ き 証 明 す る こ と が で き る 電 磁 的 記 録 を 当 該 申 請 書 の 提 出 等 と

併 せ て 送 信 し な け れ ば な ら な い 䣎 
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䥹 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 䥺 

改   正   後 改   正   前 
䥹 労 働 安 全 衛 生 規 則 を 適 用 す る 場 合 の 読 替 え 等 䥺 䥹 労 働 安 全 衛 生 規 則 を 適 用 す る 場 合 の 読 替 え 等 䥺 

第 四 十 一 条 䥹 略 䥺 

２ 䥹 略 䥺 

３ 前 二 項 に 定 め る も の の ほ か 䣍 法 第 四 十 五 条 の 規 定 に よ り 労 働 安

全 衛 生 規 則 の 規 定 を 適 用 す る 場 合 に お け る 同 条 第 十 七 項 の 規 定 に

よ る 同 令 の 規 定 の 技 術 的 読 替 え は 䣍 次 の 表 の と お り と す る 䣎 

第 四 十 一 条 䥹 略 䥺 

２ 䥹 略 䥺 

３ 前 二 項 に 定 め る も の の ほ か 䣍 法 第 四 十 五 条 の 規 定 に よ り 労 働 安

全 衛 生 規 則 の 規 定 を 適 用 す る 場 合 に お け る 同 条 第 十 七 項 の 規 定 に

よ る 同 令 の 規 定 の 技 術 的 読 替 え は 䣍 次 の 表 の と お り と す る 䣎 

 読 替 え に 係

る 労 働 安 全

衛 生 規 則 の

規 定 

 

読 み 替 え ら

れ る 字 句 

 

読 み 替 え る 字 句 

  読 替 え に 係

る 労 働 安 全

衛 生 規 則 の

規 定 

 

読 み 替 え ら

れ る 字 句 

 

読 み 替 え る 字 句 

 

 䥹 略) 䥹 略) 䥹 略)   䥹 略) 䥹 略) 䥹 略)  

 第 九 十 八 条

の 七 第 二 項

第 三 号 

䥹 略) 䥹 略)   第 九 十 八 条

の 二 第 二 項

第 三 号 

䥹 略) 

 

䥹 略)  

 䥹 略) 䥹 略) 䥹 略)   䥹 略) 䥹 略) 䥹 略)  

  



 

 
 
 

附 

則 

 
䥹
施
行
期
日
䥺 

第
一
条 
こ
の
省
令
は
䣍
令
和
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

䥹
経
過
措
置
䥺 

第
二
条 

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
九
十
八
条
の
二
䣍
第
九
十
八
の
五
及
び
第
九
十
八
条
の
六

に
規
定
す
る
報
告
は
䣍
当
分
の
間
䣍
書
面
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
䣎 

 


